
 

24 平
成
十
二
年
五

月
十
一
日

提
出 

質

問

第

二

四

号 

     

日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

   

 

提

出

者 
 

金 

田 

誠 

一 



 

一 

日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
不
明
な
点
に
つ
き
以
下
質
問
す
る
。
国
会
法
所
定

の
答
弁
期
間
内
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

一 

指
針
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て 

１ 

「
指
針
は
、
日
米
防
衛
協
力
小
委
員
会
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
に
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
指
針
の
所
管
大
臣
は
、
同
委
員
会
の
日
本
側
構
成
員
で
あ
る
外
務
大
臣
及
び
防
衛
庁
長
官
で
あ
る
」 

（
参
議
院
議
員
清
水
澄
子
君
提
出
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
と
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を

確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
質
問
」
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
（
以
下
「
政
府
答
弁
書
」
と
い
う
。
）

十
九
頁
）
と
の
答
弁
に
関
し
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

① 

「
日
米
防
衛
協
力
小
委
員
会
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
に
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
」 

（
以
下
「
作
成
、
報
告
、
了
承
」
と
い
う
。
）
指
針
の
テ
キ
ス
ト
は
英
文
だ
け
な
の
か
。
あ
る
い
は
同
様
に
作
成
、
報 

告
、
了
承
さ
れ
た
日
本
文
の
テ
キ
ス
ト
は
存
在
す
る
の
か
。 

② 

日
本
文
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
全
文
を
公
表
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
公
表
で
き
な
い 



 

二 

場
合
は
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

③ 
日
本
文
の
テ
キ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
政
府
が
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
理
由
。 

④ 

「
起
案
の
手
引
き
（
平
成
六
年
）
」
（
防
衛
庁
長
官
官
房
総
務
課
）
に
よ
れ
ば
「
外
国
の
機
関
に
あ
て
る
文
書
で

あ
っ
て
も
、
案
文
は
日
本
語
で
書
く
。
必
要
な
場
合
に
は
、
相
手
国
語
に
翻
訳
し
た
訳
文
を
付
け
る
。
た
だ
し
、
こ
の

場
合
に
お
い
て
も
、
正
文
書
は
飽
く
ま
で
も
日
本
語
文
の
文
書
で
あ
る
」 

（
十
八
頁
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

従
え
ば
、
指
針
に
関
し
て
も
防
衛
庁
内
部
で
起
案
さ
れ
た
日
本
語
の
正
文
書
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
全
文
を

公
表
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
公
表
で
き
な
い
場
合
は
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
様
に
外
務
省
内

に
お
い
て
起
案
さ
れ
た
日
本
語
の
正
文
書
に
関
し
て
も
公
表
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
ま
た
、
公
表
で
き
な
い

場
合
は
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

２ 

指
針
の
作
成
、
報
告
、
了
承
に
当
た
っ
て
は
、
指
針
の
主
管
大
臣
で
あ
る
外
務
大
臣
及
び
防
衛
庁
長
官
に
よ
る
こ
れ
に

関
す
る
決
裁
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

① 

関
連
の
決
裁
の
案
件
、
内
容
、
日
付
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

② 

指
針
の
了
承
に
当
た
っ
て
は
、
外
務
大
臣
、
防
衛
庁
長
官
は
英
文
の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
の
み
決
裁
を
行
っ
た
の 



 

三 

か
。 

３ 
指
針
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

① 

指
針
の
日
本
語
訳
（
政
府
答
弁
書
十
八
頁
で
い
う
「
指
針
の
和
文
テ
キ
ス
ト
」
）
が
作
成
さ
れ
た
日
付
。 

② 

政
府
答
弁
書
で
は
「
外
務
大
臣
及
び
防
衛
庁
長
官
が
最
終
的
な
責
任
を
負
う
」
（
十
八
頁
）
と
あ
る
が
、
日
本
語
訳

に
つ
い
て
こ
れ
は
両
者
が
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
か
。 

③ 

指
針
の
日
本
語
訳
は
「
防
衛
庁
に
お
け
る
文
書
の
形
式
に
関
す
る
訓
令
」
（
防
衛
庁
訓
令
第
三
十
八
号
）
で
定
め
る

と
こ
ろ
の
防
衛
庁
に
お
い
て
発
す
る
文
書
に
該
当
す
る
の
か
。
該
当
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
。 

二 

指
針
の
閣
議
決
定
に
至
る
過
程
に
つ
い
て 

政
府
答
弁
書
に
よ
れ
ば
指
針
は
、
「
安
全
保
障
会
議
で
審
議
し
、
了
承
し
た
上
で
、
外
務
大
臣
及
び
防
衛
庁
長
官
が
そ
の

内
容
に
つ
い
て
平
成
九
年
九
月
二
十
九
日
に
閣
議
報
告
を
行
っ
た
」
（
十
三
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
安
全
保
障
会
議

で
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
英
文
の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
な
の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
語
訳
な
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

指
針
の
英
文
と
日
本
語
訳
の
整
合
性
に
つ
い
て 

指
針
の
日
本
語
訳
に
お
い
て
「
情
報
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
単
語
に
は
、
英
語
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は 



 

四 

「inform
ation

」
と
「intelligence

」
の
二
種
類
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
指
針
の
別
表
で
は
、
捜
索
・
救
難
分
野
に
お 

け
る
日
米
間
の
協
力
項
目
例
で
の
「
捜
索
・
救
難
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
情
報
の
交
換
」
の
「
情
報
」
は
英
文
テ
キ
ス
ト
に

お
い
て
は
「inform

ation

」
で
あ
り
、
警
戒
監
視
の
分
野
に
お
け
る
日
米
間
の
「
情
報
の
交
換
」
の
「
情
報
」
は
英
文
テ

キ
ス
ト
に
お
い
て
は
「intelligence

」
で
あ
る
。 

空
自
訓

練
資

料
○

○
六

‐
四

‐
八

「

術
語
の

解
」

（
航

空
幕

僚
監

部
平

成

元
年
二

月
）

に
よ

る
と
、 

「intelligence

」
は
「
情
報
」
、
「inform

ation
 

and
 

 intelligence
 

 sharing,  and
 

 the
 

 exchange of  

view
s

」
で
あ
る
。
英
文
テ
キ
ス
ト
に
従
え
ば
、
こ
こ
で
い
う
情
報
の
交
換
と
は
「inform

ation

」
の
交
換
と

「intelligence

」
の
交
換
の
二
つ
を
行
う
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
政
府
の
解
釈
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

指
針
の
内
容
に
つ
い
て 

１ 

指
針
で
は
平
素
か
ら
行
う
日
米
間
の
協
力
に
つ
い
て
「
日
米
物
品
役
務
相
互
提
供
協
定
及
び
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定

並
び
に
こ
れ
ら
関
連
取
決
め
に
基
づ
く
相
互
支
援
活
動
が
含
ま
れ
る
」
（
Ⅲ
）
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
関
連
取

決
め
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
。
そ
の
全
て
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

２ 

日
本
に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
際
し
て
、
日
本
は
「
日
米
安
全
保
障
条
約
及
び
そ
の
関
連
取
極
に
従
っ
て
新
た
な
施
設
・ 



 

五 

区
域
を
提
供
す
る
」
（
Ⅳ
‐
２
‐
（
３
）
‐
（
ホ
）
‐
（
iv
）
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
関
連
取
極
」
と
は
具
体
的

に
何
を
指
す
の
か
。
そ
の
全
て
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

３ 

前
記
１
、
２
に
お
け
る
日
本
語
訳
の
「
関
連
取
決
め
」
と
「
関
連
取
極
」
に
該
当
す
る
英
文
テ
キ
ス
ト
は
双
方
と
も

「related arrangem
ents

」
で
あ
り
、
日
本
語
訳
に
お
い
て
も
用
語
が
統
一
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
異

な
る
訳
語
を
当
て
て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

４ 

周
辺
事
態
に
関
し
て
日
米
両
政
府
は
、
「
個
々
の
事
態
の
状
況
に
つ
い
て
共
通
の
認
識
に
到
達
し
た
場
合
に
、
各
々
の

行
う
活
動
を
効
果
的
に
調
整
す
る
」
（
Ⅴ
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

① 

日
米
間
が
「
共
通
の
認
識
に
到
達
し
た
」
と
確
認
す
る
場
は
ど
こ
な
の
か
。 

② 

日
本
政
府
と
し
て
は
、
あ
る
事
態
の
状
況
に
つ
い
て
日
米
が
共
通
の
認
識
に
到
達
し
な
い
場
合
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
の
か
。 

③ 

日
本
政
府
と
し
て
は
日
米
が
共
通
の
認
識
に
到
達
し
な
い
場
合
に
は
、
日
米
間
の
協
力
や
米
軍
へ
の
支
援
を
行
わ
な

い
の
か
。 

５ 

準
備
の
た
め
の
共
通
の
基
準
の
確
立
（
Ⅵ
‐
１
‐
（
２
）
）
に
関
し
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 



 

六 

① 

日
本
防
衛
の
た
め
の
準
備
に
関
す
る
共
通
の
基
準
は
既
に
確
立
さ
れ
た
の
か
。 

② 
周
辺
事
態
に
お
け
る
協
力
措
置
の
準
備
に
関
す
る
共
通
の
基
準
は
確
立
し
た
の
か
。 

６ 

共
通
の
実
施
要
領
等
の
確
立
（
Ⅵ
‐
１
‐
（
３
）
） 

に
関
し
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

① 

共
通
の
実
施
要
領
等
は
既
に
準
備
さ
れ
た
の
か
。 

② 

自
衛
隊
と
米
軍
は
「
相
互
に
必
要
な
事
項
」
を
既
に
定
め
た
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 
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